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　　　袰野地区・三田市地区において
　　　宅地嵩上げ事業を実施しております！！

　平成28年台風第10号災害
により、小本川下流部(岩泉町
市街地～小本地区)において
は、河川激甚災害対策特別緊
急事業を進めております。
　甚大な被害のあった多くの
集落において、河道掘削工事
や輪中堤の築造が進んできて
おりますが、一方で家屋が点
在している袰野・三田市地区
においては、住家そのものを
嵩上げし、浸水被害を軽減す
るための取組みを始めており
ます。

嵩上げ工事は、おおよそ４段階のステップ(下図参照)により、工事が行われます。
施行期間は現地状況により多少のばらつきはあるものの、半年程度で完了します。

【宅地嵩上げのイメージ図】
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